
福島県内の国有林は、福島、会津、磐城、棚倉の４森林管理署と白
河、南会津の２支署で管理しており、県北・県中地域（福島署）と会
津地域（会津署、南会津支署）は天然林が多く、相双・いわき地域
（磐城署）と県南地域（棚倉署、白河支署）は人工林が多いという特
徴があります。

概 要
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福島県の森林面積９７.３万haの約４割、４０.４万haが国有林です。
その内訳は、約３割が人工林、約６割が天然林、残りは岩石地や林道
などとなっています。

〒９６０－８０５５ 福島県福島市野田町７丁目１０－４
電話 ０２４（５３５）０１２１ mail ： ks_fukushima_postmaster@maff.go.jp

福 島 森 林 管 理 署

〒９６１－００７４ 福島県白河市郭内１２８－１
電話 ０２４８（２３）３１３５ mail ： ks_shirakawa_postmaster@maff.go.jp

福 島 森 林 管 理 署
白 河 支 署

９６５－８５５０ 福島県会津若松市追手町５－２２
電話 ０２４２（２７）３２７０ mail ： ks_aizu_postmaster@maff.go.jp

会 津 森 林 管 理 署

〒９６７－０６９２ 福島県南会津郡南会津町山口字村上８６７
電話 ０２４１（７２）２３２３ mail ： ks_minami-aizu_postmaster@maff.go.jp

会 津 森 林 管 理 署
南 会 津 支 署

〒９７９－０２０１ 福島県いわき市四倉町字東２丁目１７０－１
電話 ０２４６（６６）１２３４ mail ： ks_iwaki_postmaster@maff.go.jp

磐 城 森 林 管 理 署

〒９６３－６１３１ 福島県東白川郡棚倉町棚倉大字棚倉舘ケ丘７３－２
電話 ０２４７（３３）３１１１ mail ： ks_tanagura_postmaster@maff.go.jp

棚 倉 森 林 管 理 署

〒９７９－０２０１ 福島県いわき市四倉町字東２丁目１７０－１
電話 ０５０（３１６０）１６３５ mail ： ks_osentaisaku_postmaster@maff.go.jp

福 島 森 林 再 生
セ ン タ ー

福 島 県 内 の 森 林 管 理 署 等 の 連 絡 先

凡 例

センター



ドローンによる雪
崩発生状況の調査

３ 公益的機能の一層の発揮

２ 「新しい林業」に向けた取組の展開

（１）森林整備の計画的な推進

（２）林業の低コスト化・省力化

（２）森林病害虫対策（ナラ枯れ）

（３）国土強靭化に向けた取組

令和８年度の重点取組

１ 東日本大震災からの復興・創生への貢献

福島森林再生センター開所式

・利用期を迎えた人工林資源を有効活用すると同時に計画的
な再造林を推進します。
・再造林にあたっては、花粉の少ないスギ苗木の植栽を進め
るとともに、スギ以外の樹種への転換を進めます。

・初期成長に優れた特定苗木の植栽、植栽本数の削減、下刈り
の省力化など、林業の低コスト化・省力化に向けた技術を積極
的に導入します。

・「一貫作業システム」の推進、収穫調査の効率化に取り組み
ます。

①ニホンジカ対策
・定点カメラによる分布域把握を
継続するとともに、新たに瞬間サ
ンプリング法による個体数推計を
行います。
・食害を防ぐため、防鹿柵の設置
や忌避剤散布等を行います。
・地元猟友会等の協力も得て、二
ホンジカの捕獲に取り組みます。
②ツキノワグマ対策
・剥皮被害発生箇所では、樹幹に
剥皮防止資材を巻きます。

・近年急速に拡大しているナラ枯れ被害に対し、福島
県及び管内市町村等と連携し被害状況の共有や防除対
策に取り組みます。

スギ特定苗の植栽
グラップルによる地拵 森林3次元計測システムに

よるデータ解析画像

ラジコン式下刈機による
現地検討会

スギ特定苗木の植栽

（１）野生鳥獣被害対策の強化

・集中豪雨・台風・地震等により発生した荒廃渓流
や崩壊地等の復旧整備を推進するとともに山地災害
の未然防止を図る予防対策を推進します。
・ICTによる遠隔臨場やドローンによる被害調査等
により取組の効率化を図ります。

定点カメラに写ったニホンジカ 忌避剤散布大江湿原での防鹿柵設置

粘着テープによるカシノナガ
キクイムシの捕獲

復旧治山工事
（山腹工）
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カシノナガキクイムシの駆除

（おとり丸太法）

実証事業の成果報告会

・福島の森林・林業の再生に向けて、新たに設置される局の
組織「福島森林再生センター」も活用し、地域の関係機関と
連携しながら帰還困難区域を含む森林・林業再生に向けて取
り組みます。
・帰還困難区域において、空間線量率モニタリング（継続）、
航空レーザ計測データを用いた森林資源解析、除伐及び間伐
の事業規模での実証を行います。

遠隔臨場による
材料確認
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６ 「国民の森林」としての管理経営

（２）民有林との連携強化

（２）人材育成支援

５ 市町村等への技術支援

（１）現地検討会の開催

・国有林で先駆的に取り組んでいる様々な施業方法等が民
有林にも普及するよう、林業事業体をはじめ、広く関係者
に参加を働きかけ現地検討会を開催します。

高性能林業機械（四輪多関
節型）現地検討会

・県と締結した協定にもとづき、林業アカデミーふくし
まが行う就業前長期研修の実習フィールドを国有林内に
設定し、間伐作業等の実習を行っています。

実習フィールド林 間伐作業実習

（１）国有林材供給における対応

４ 木材の安定供給

・令和８年度の収穫量は、約４５万㎥の予定。

・関東森林管理局に業界関係者や有識者等を委員とする「国有林材供給調整検討委員会」を設置し、地域の木材

価格や需要動向の把握に努め、必要に応じて供給調整を実施します。

・民有林と連携した林産物の供給や、効率的な森林整備に取り組みます。

出荷される丸太

大口木材需要者
（製材工場、バイオマス発電所等）

・森林所有者（民有林）
・素材生産事業者
・国有林

連
携

短尺材や低質材など小ロットでは販路の乏しかった木材の販売が可能になり、民有林の間伐等、森林整備の促
進につながります。

《期待される効果》

【システム販売】
協定締結による安定供給

（大ロット化／流通コスト低減）

・新たな山村価値の創造や
森林環境教育などの活動の
場を提供するとともに、地
域との情報共有や意見交換
等を通じて「国民の森林」
としての管理経営を行いま
す。

高等学校初任者研修 中通り地区有志協議会

広葉樹の採材現地検討会

「子ども樹木博士」イベント


